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第１章 総  則 

（名 称） 

第１条 この法人は、社団法人仙台

市薬剤師会（以下「本会」

という。）という。 

 

（事務所） 

第２条 本会は、主たる事務所を仙

台市青葉区落合二丁目１５

番２６号に置く。 

  ２．本会は、従たる事務所を仙

台市太白区茂庭字新熊野６４番地に

置く。 

 

（目 的） 

第３条 本会は、地域の保健、医療

及び福祉に参画するととも

に、地域住民に対する薬学

知識の普及と薬剤師職能を

発揮することにより地域住

民の健康と福祉の向上を図

ることを目的とする。 

 

 

 

 

（事 業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成

するために、次の事業を行

う。 

（１）薬物乱用防止及び医薬

品・毒劇物適正使用の

啓発に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人に移行 

 

 

 

 

最小行政区画までの記載でよ

いので市までの記載にしまし

た。 

 

 

 

 

 

一部、言葉を変更いたしまし

た 

 

 

 

 

 

 

定款への記載のない事業は公

益目的事業とは認められない

ことがあるため、特定の事業

の記載は出来るだけ避け、事

業展開しやすいよう幅広く解

釈できる記載としました。 

 

(1)→(3)(4)(5)に移動 

薬物乱用防止及び医薬品・毒

劇物適正使用の啓発だけでな

く幅広く事業を展開できるよ

う薬学の進歩発展、公衆衛生

の普及・指導、薬事衛生の普

及・啓発という言葉に置き換

 

 

 

第 1 章 総 則 

（名 称） 

第 1 条 この法人は、一般社団法人仙台

市薬剤師会（以下「本会」という。）

と称する。 

 

（事務所） 

第 2 条 本会は、主たる事務所を宮城県

仙台市に置く。  

 

 

 

 

 

第 2 章 目的及び事業 

（目 的） 

第 3 条 本会は、仙台市の保健、医療及

び福祉に参画するとともに、薬剤師の

倫理的、学術的水準を高め、地域住民

の健康と福祉の向上に寄与することを

目的とする。  

 

 

 

 

 

（事 業） 

第 4 条 本会は、前条の目的を達成する

ために、次の事業を行う。 

（1）地域医療への貢献及び医療安全の

確保に関する事業 

（2）薬学の進歩発展に関する事業 

（3）医薬品の適正使用等医療貢献に関

する事業 

（4）公衆衛生の普及・指導に関する事               

業 

（5）薬事衛生の普及・啓発に関する事   
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（２）仙台市急患センター及

び仙台市北部急患診療

所への協力に関するこ

と。 

（３）会営茂庭調剤薬局の開

設及び運営に関するこ

と。 

 

 

（４）介護福祉相談薬局及び

薬店の認定並びにそれ

らに従事する者の研修

に関すること。 

（５）在宅医療における仙台

市の生活保護者に対す

る支援に関すること。 

（６）医療及び医薬品に関す

る知識の啓蒙及び普及

活動に関すること。 

（７）薬剤師の資質向上のた

めの研修会の開催に関

すること。 

（８）学校における保健衛

生・環境整備に対する

知識の啓蒙及び普及活

動に関すること。 

（９）災害時における医薬品

供給及び医療体制への

協力に関すること。 

 

 

（10）その他目的を達成する

ために必要な事業 

 

 

 

第２章 会  員 

（会員の種類） 

第５条 本会の会員は、次の３種と

する。 

えました 

（2）（3）→（1）に集約 

事業展開も視野に入れ特定の

施設の定款への記載は避けま

した。今まで定款に記載され

ていなかった処方箋 FAX 送信

事業もここに入ります 

 

 

 

(4)(5)→(6)に集約 

 

 

 

 

 

 

(6)→(3)移動 

 

 

(7)→(2)移動 

 

 

(8)→(8)移動 

啓蒙は上からの目線になるの

で、啓発に変更いたしました。 

 

(9)→(7)移動 

 

 

福利厚生の事業がぬけていた

のを追加しました。 

 

 

地域の指定により管轄が決ま

ります。 

 

 

 

 

 

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）在宅医療、介護福祉の向上に関す

る事業 

（7）災害時の医薬品の確保・供給及び

医療体制への協力に関する事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（8）学校における保健衛生・環境整備

に対する知識の啓発 及び普及に関

する事業 

 

 

 

 

（9）会員の福利厚生事業 

 

（10）その他目的を達成するために必要

な事業 

2 前項の事業は、仙台市及びその周辺

において行うものとする。 

 

第 3 章 会 員 

（会員の種類） 

第 5 条 本会は、次の会員を置く。 

（1）正会員 仙台市内に居住又は在職
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（１）正会員 仙台市内に居

住又は在職する薬剤師

で、本会の目的に賛同

して入会した者 

（２）賛助会員 薬事に関係

ある個人若しくは法人

で本会の目的に賛同し

て入会したもの 

 

 

 

 

 

 

 

（３）名誉会員 本会に功労

があった者又は学識経

験者で総会において推

薦されたもの 

（入 会） 

第６条 正会員又は賛助会員として

入会しようとするものは、

別に定める入会申込書 

   を会長に提出し、理事会の承

認を受けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬事に関係が無い方でも大丈

夫なように変更。学識経験者

も受け入れられるよういたし

ました。 

日薬に合わせて特別会員新

設。学生の取り込みを意識し

ています。 

 

名誉会員のハードルが高すぎ

るため現在は誰もおらず、理

事会で決めさせていただきた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

会員規則をご参照ください 

 

 

3 層構造の堅持を原則とする

が、市薬のみの会員も特例で

正会員を維持できる  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する薬剤師で、本会の目的及び事業

に賛同して入会した者 

（2）賛助会員 薬剤師ではないが、本

会の目的及び事業に賛同し入会し

た個人及び企業・団体 

（3）特別会員 薬剤師ではないが、薬

学を専攻する学生その他薬学及び

それに関する知識・業務経験を有す

る者で本会の目的及び事業に賛同

し入会した個人 

（4）名誉会員 本会に功労があった者

又は学識経験者で理事会において

名誉会員とすることを決議した者 

2 前項第 1 号の正会員をもって一般社

団法人及び一般財団法人に関する法律

（以下「法人法」という。）上の社員と

する。 

 

（会員の資格の取得） 

第 6 条 会員になろうとするものは、入

会申込書を提出し、理事会の承認を得

なければならない。入会手続きは、総

会で定める会員規則による。 

2 正会員は宮城県薬剤師会の正会員で

あるものとする。但し、理事会で承認

が得られた場合には、本会のみの正会

員として特例を認める。 

 

（会員の権利 ） 

第７条 正会員は、法人法に規定された

次の各号に掲げる社員の権利を行使す

ることができる。 

（1）法人法第 14 条第 2 項の権利（定款

の閲覧等） 

（2）法人法第 32 条第 2 項の権利（社員

名簿の閲覧等） 

（3）法人法第 50 条第 6 項の権利（社員

の代理権証明書等の閲覧等） 

（4）法人法第 51 条第 4 項及び第 52 条

第 5 項の権利（議決権行使書面等の

閲覧等） 
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（入会金及び会費） 

第７条 正会員又は賛助会員になろ

うとするものは、総会にお

いて別に定める額と方法に 

より入会金及び会費を納入

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会員の資格喪失） 

第８条 会員が次の各号のいずれか

に該当する場合には、その

資格を喪失する。 

（１）退会したとき。 

（２）死亡し、若しくは失踪

宣告を受け、又は会員である団体が

消滅したとき。 

（３）除名されたとき。 

 

（退 会） 

第９条 会員は、退会しようとする

ときは、その旨を会長に届

け出なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８条３、４に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会費規則をご参照ください。 

 

県薬、日薬の会費も変更しな

い 

 

退会、除名、喪失については

承認を得ている日薬モデル定

款を準用させていただきまし

た 

法人法 28条任意退社 

 

 

 

 

法人法 30条除名 

49条 2項社員総会の 

特別決議 

 

 

 

（5）法人法第 57 条第 4 項の権利（（社

員総会の議事録の閲覧など） 

（6）法人法第 129 条第 3 項の権利（計

算書類等の閲覧等） 

（7）法人法第 229 条第 2 項の権利（清

算法人の貸借対照表等の閲覧等） 

（8）法人法第 246 条第 3 項、第 250 条

第 3 項及び第 256 条第 3 項の権利

（合併契約等の閲覧等） 

 

（会員の義務） 

第 8 条 会員は薬剤師の倫理を尊重し、

社会の信頼と尊敬を得るように努めな

ければならない。 

2 会員は、この定款に定める事項及び

第 4 章に規定する総会の決定事項を遵

守する義務を負う。 

3 会員は、本会の事業活動によって経

常的に生ずる費用に充てるため、所定

の会費及び負担金等（以下「会費等」

という。）を本会に支払う義務を負う。 

4 会費等の額及び支払方法は、総会に

おいて別に定める会費規則による。 

5 既納の会費等はこれを返納しない。 

 

 

 

 

 

 

（任意退会） 

第 9 条 会員は、退会届を本会に提出す

ることにより、任意に退会することが

できる。 

 

（除 名） 

第 10 条 会員が次のいずれかに該当す

るときは、理事会の決議により当該会

員を除名することができる。ただし、

正会員の除名については、総会の決議

を経なければならない。 
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（除 名） 

第１０条 正会員若しくは賛助会員

が次の各号のいずれかに該

当する場合、又は名誉会員

が第１号及び第２号に該当

する場合は、総会において

総会員の４分の３以上の議

決に基づき、その正会員若

しくは賛助会員又は名誉会

員を除名することができ

る。 

（１）会員としての名誉又は

本会の名誉を著しく傷

つけたとき 

（２）本会の定款、規程又は

総会の決議に違反し、

若しくは秩序を乱す行

為をしたとき 

（３）６ケ月以上会費を滞納

し、催告期日に納入し

ないとき 

２．前項第１号及び第２号の

規定により会員を除名しよ

うとするときは、その会員

にあらかじめ通知するとと

もに、当該会員に除名の議

決を行う総会において弁明

の機会を与えなければなら

ない。 

 

（会費等の不返還） 

第１１条 既に納入された会費、入

会金その他の金品は、これを返還し

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人法 29条法定退社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8条５にまとめました 

 

 

 

内閣府のモデル定款に従い第

4 章は総会に順序を変えまし

た 

見やすくするため左側の第 3

章は第 2 章の後ろにまわして

あります 

（1）この定款に定める事項及び第 4 章

に規定する総会の決定事項を遵守

する義務を履行しないとき。 

（2）薬剤師の倫理に違反し、会員とし

ての名誉又は本会の名誉を棄損し

たとき。 

（3）その他除名すべき正当な理由があ

るとき。 

2 前項の規定により正会員を除名しよ

うとするときは、その総会の開催日の

1 週間前までに、当該正会員に対して

その旨を通知し、かつ、当該総会にお

いて弁明の機会を与えなければならな

い。 

 

（会員資格の喪失） 

第 11 条 会員は前 2 条の場合のほか、

次のいずれかに該当するに至ったとき

は、その資格を喪失する。 

（1）6 箇月以上会費を滞納し、催告期

日に納入しないとき 

（2）当該会員が死亡し、又は解散した

とき。 

2 前条により会員の資格を喪失したと

きは、本会に対して会員としての権利

を失い、義務を免れる。ただし、未履

行の義務を免れることはできない。 

3 会員の資格を喪失した場合、支払っ

た会費等の返還を受けることはでき

ない。 
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第４章 会  議 

（会議の種別） 

第１８条 本会の会議は、総会及び

理事会とし、総会は、通常

総会及び臨時総会の２種と

する。 

 

（会議の構成） 

第１９条 総会は、正会員及び賛助

会員をもって構成する。 

   ２．理事会は、会長、副会長

その他の理事をもって構成する。 

 

（会議の権能） 

第２０条 総会は、この定款に別に

定めるもののほか、本会の

運営に関する重要な事項を

議決する。 

   ２．理事会は、この定款に別

に定めるもののほか、次に掲げ

る事項を決定する。 

（１）総会の議決した事項

の執行に関する事項 

（２）総会に付議すべき事

項 

（３）その他総会の議決を

要しない業務の執行に関する事

項 

 

 

（会議の開催） 

第２１条 通常総会は、毎年３月及

び５月の年２回開催する。 

２．臨時総会は、次に掲げる場合に

開催する。 

（１）理事会が必要と認めたと

き。 

（２）総会員の５分の１以上か

ら会議の目的を記載した書面によ

り開催の請求があったとき。 

（３）監事が民法第 59条第４号

 

 

賛助会員の裾野を広げたた

め、薬剤師の団体なので総会

は正会員をもって構成するよ

うにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

14 条（開催）へまとめて記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．は招集のところにまとめ

てあります。 

 

 

 

 

 

 

第 4 章 総 会 

（構 成） 

第 12 条 総会は、正会員をもって構成

する。 

2 前項の総会をもって法人法上の社員

総会とする。 

 

（権 限） 

第 13 条 総会は、次に掲げる事項につ

いて決議する。 

（1）正会員の除名 

（2）理事及び監事の選任又は解任 

（3）理事及び監事の報酬等の総額及び

その支給の基準 

（4）貸借対照表及び損益計算書（正味

財産増減計算書）の承認 

（5）定款の変更 

（6）会員規則及び会費規則の制定及び

改廃 

（7）解散及び残余財産の処分 

（8）その他総会において決議するもの

として法令又はこの定款で定めら

れた事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

（開 催） 

第 14 条 総会は、定時総会として毎事

業年度終了後 3箇月以内に 1回開催す

るほか、必要がある場合に臨時総会を

開催する。 
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に基づいて招集するとき。 

３．理事会は、次に掲げる場合に開

催する。 

（１）会長が必要と認めたと

き。 

（２）理事の４分の１以上か

ら会議の目的を示して開催の請

求があったとき。 

 

（会議の招集） 

第２２条 会議は、前条第２項第３

号の場合を除いて、会長が

招集する。 

   ２．会長は、前条第２項第２

号の場合には請求の日から

30日以内に臨時総会を、同

条第３項第２号の場合には

請求の日から 15 日以内に

理事会を、招集しなければ

ならない。 

 ３．会議を招集する場合には、

会議の目的たる事項、内容、

日時及び場所を示した書面

により、少なくとも７日前

までに構成員に通知しなけ

ればならない。 

 

（会議の議長） 

第２３条 総会の議長は、その総会

において、出席した会員のうち

から選任する。 

   ２．理事会の議長は、会長が

これに当たる。 

 

 

 

 

 

 

 

（会議の定足数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．→４ 

臨時総会の開催日時は請求か

ら 30日以内では会場がなかな

かおさえられないので６週間

以内に変更 

右３ 

法人法第 37条第 1項及び内閣

府の公表したモデル定款にお

いても、当該記載となってお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会の議長は理事会の章に

移行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（招 集） 

第 15 条 総会は、法令に別段の定めが

ある場合を除き、理事会の決議に基づ

き会長が招集する。 

2 総会を招集するときは、会長は、総

会の日時、場所、目的である事項を記

載した書面をもって、開催日の 15 日

前までに通知を発しなければならな

い。 

3 総正会員の 5 分の 1 以上の会員は、

会長に対して、総会の目的である事項

及び理由を示して、総会の招集を請求

することができる。 

4 会長は、前項の規定による請求があ

ったときは、その日から 6 週間以内の

日を総会の日とする臨時総会の招集

を通知しなければならない。 

 

（議長及び副議長の選出） 

第 16 条 総会に、議長及び副議長各 1

名を置く。 

2 議長及び副議長は、総会において正

会員の中から選出する。 

 

（議長及び副議長の職務等） 

第 17 条 総会の議長は、議場の秩序を

保持し、議事を整理し、会議を主宰す

る。 

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事

故のあるときはその職務を代理する。 

 

（定足数） 

第 18 条 総会は、正会員の過半数の出
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第２４条 会議は、構成員の２分の

１以上の出席がなければ開会す

ることができない。 

 

 

 

 

 

（会議の議決） 

第２５条 会議の議事は、この定款に

別に定めるもののほか、会

議に出席した構成員の過

半数の同意をもって決し、

可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会議における書面表決等） 

第２６条 やむを得ない理由により

会議に出席できない構成員

は、あらかじめ通知された

事項について書面をもって

表決し、又は他の構成員を

代理人として表決を委任す

ることができる。この場合

において、前２条及び次条

第１項第３号の規定の適用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

席がなければ開催することができな

い。 

 

（議決権） 

第 19 条 総会における議決権は、正会

員 1 名につき 1 個とする。 

 

（決 議） 

第 20 条 総会の決議は総正会員の議決

権の過半数を有する正会員が出席し、

出席した当該正会員の議決権の過半

数をもって行う。 

2 前項の規定にかかわらず、次の決議

は、総正会員の半数以上が出席し、総

正会員の議決権の 3分の2以上に当た

る多数をもって行う。 

（1）正会員の除名 

（2）監事の解任 

（3）定款の変更 

（4）解散 

（5）その他法令で定められた事項 

3 理事又は監事を選任する議案を決議

する際には、各候補者ごとに第１項の

決議を行わなければならない。理事又

は監事の合計数が第 24 条に定める定

数を上回る場合には、過半数賛成を得

た候補者の中から得票数の多い順に

定数の枠に達するまでの者を選任す

ることとする。 

 

（書面表決等） 

第 21 条 総会に出席できない正会員

は、あらかじめ通知された事項につい

て書面又は電磁的方法によって議決

権を行使し、又は他の正会員を代理人

として議決権の行使を委任すること

ができる。 

2 前項の場合、第 18 条、第 20 条の適

用については出席したものとみなす。 
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については出席したものと

みなす。 

 

（会議の議事録） 

第２７条 会議の議事については、

次の事項を記載した議事録

を作成しなければならな

い。 

（１）会議の日時及び場所 

（２）構成員の現在数 

（３）総会にあってはその総

会に出席した会員の

数、理事会にあっては

その理事会に出席し

た理事の氏名（書面表

決者及び表決委任者

については、その旨を

付記すること。） 

（４）議決事項 

（５）議事の経過の概要及び

その結果 

（６）議事録署名人の選任に

関する事項 

２．議事録には、議長のほか、

総会にあってはその総会に

出席した会員のうちから、 

 理事会にあってはその理事

会に出席した理事のうちか

ら、当該会議において選任 

された議事録署名人２人以

上が署名押印しなければな

らない。 

 

第３章 役  員 

（役員の種別および選任） 

第１２条 この法人に、次の役員を

置く。 

（１）会長   １人 

（２）副会長  ２人以上３人以内 

（３）理 事（会長及び副会長を含

む。）     20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議事録） 

第 22 条 総会の議事については、法令

で定めるところにより、議事録を作成

しなければならない。 

2 総会の議長及び会議に出席した正会

員の中から選出された議事録署名員 2

名は、前項の議事録に記名押印しなけ

ればならない。 

 

（総会運営規則） 

第 23 条 総会の運営に関し必要な事項

は、法令又はこの定款に定めるものの

ほか、総会において定める総会運営規

則による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 章 役 員 

（役員の設置） 

第 24 条 本会に次の役員を置く。 

（1） 理事 20 名以上 25 名以内 

（2） 監事 2 名以上 3 名以内 

2 理事のうち、1 名を会長、3 名以内を

副会長、10 名以内を常務理事とする。 

3 会長をもって法人法上の代表理事と

し、副会長及び常務理事をもって同法
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人以上 25人以内 

（４）監 事  ２人以上３人以内 

２．理事及び監事は、総会におい

て選任する。 

３．会長及び副会長は、理事の互

選により定める。 

４．理事及び監事は、相互にこれ

を兼ねることができない。 

５．理事のいずれか一人と、その

親族その他特別の関係にある者

の合計数は、理事現在数の 3 分

の１を超えてはならない。 

 ６．監事は、相互に親族その他特

別の関係にある者であってはな

らない。 

７．理事に異動があったときは、２

週間以内に登記し、登記簿の謄本を

添え、遅滞なくその旨を宮城県知事

に届け出なければならない。 

 ８．監事に異動があったときは、

遅滞なくその旨を宮城県知事に

届け出なければならない。 

 

 

（役員の職務） 

第１３条 会長は、本会を代表し、

業務を統括する。 

 

   ２．副会長は、会長を補佐し、

業務を処理するとともに、

会長があらかじめ理事会の

決議を経て定めた順序によ

り、会長に事故があるとき

はその職務を代理し、会長

が欠けたときは、その職務

を行う。 

 ３．理事は、理事会の構成員

となり、業務の執行を決定

し、会務を分掌する。 

 

 

法人法上の名称を明記する必

要があります 

 

 

 

 

 

４，６→右 5 

 

５→右 4 

法令上は必須ではありません

がガバナンス確保上重要と考

えられます。（右３） 

 

 

 

7,8 

必要が無くなりました 

行政庁が管轄になり、県知事

に届ける必要はありません。

（認可も県知事ではなくなり

ます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事

とする。 

 

（役員の選任等） 

第 25 条 理事及び監事の選任は、総会

の決議によって行う。 

2 会長、副会長及び常務理事は、理事

会の決議によって理事の中から選定

する。 

3 前項の会長は、総会の推薦のあった

会長候補の中から選定することがで

きる。 

4 理事のうち、理事のいずれか 1 名と、

その配偶者又は三親等内の親族その

他法令で定める特別の関係にある者

の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超

えてはならない。 

5 監事には、理事（親族その他特殊の

関係がある者を含む。）及び使用人が

含まれてはならない。また、各監事は、

相互に親族その他特殊な関係があっ

てはならない。 

 

（理事の職務及び権限） 

第 26 条 理事は、理事会を構成し、法

令及びこの定款に定めるところによ

り、職務を執行する。 

2 会長は、法令及びこの定款に定める

ところにより、本会を代表し、その業

務を執行する。 

3 副会長は、会長を補佐し、本会の業

務を分担執行する。また、会長に事故

があるとき又は会長が欠けたときは、

理事会があらかじめ決定した順位に

よって、その業務執行に係る職務を代

行する。 

4 常務理事は、理事会の旨を受けて会

務を掌理し、会長及び副会長ともに事

故のあるとき又は欠けたときは、その

業務の執行に係る職務を代行する。 

5 会長、副会長及び常務理事は、毎事
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   ４．監事は、民法第 59条に規

定する職務を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（任 期） 

第１４条 役員の任期は、２年とす

る。ただし、再任を妨げない。 

 ２．補欠又は増員により選任

された役員の任期は、退任

した役員又は他の現任役員

の残任期間と同一とする。 

   ３．役員は、辞任し、又は任

期が満了した場合において

も、後任者が就任するまで

は、その職務を行わなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

（役員の解任） 

第１５条 役員が次の各号のいずれ

かに該当するときは、総会

において総会員の 4 分の 3

以上の議決に基づき、その

役員を解任することができ

る。 

（１）心身の故障のため職

務の遂行に堪えないと認められると

き。 

（２）職務上の義務違反その

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人法 75条 1項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業年度に 4箇月を超える間隔で 2回以

上、自己の職務の執行状況を理事会に

報告しなければならない。 

 

（監事の職務及び権限） 

第 27 条 監事は、理事の職務の執行を

監査し、法令で定めるところにより、

監査報告書を作成する。 

2 監事は、いつでも、理事及び使用人

に対して事業の報告を求め、本会の業

務及び財産の状況を調査することが

できる。 

 

（役員の任期） 

第 28 条 理事及び監事の任期は、選任

後 2 年以内に終了する事業年度のう

ち、最終のものに関する定時総会の終

結の時までとする。ただし、再任を妨

げない。 

2 補欠により選任された理事及び監事

の任期は、前任者の任期の満了する時

までとする。 

3 理事及び監事は、第 24 条に定める定

数に足りなくなるときは、任期の満了

又は辞任により退任した後において

も、新たに選任された者が就任するま

では、その職務を行わなければならな

い。 

 

（役員の解任） 

第 29 条 理事及び監事は、いつでも総

会の決議によって、解任することがで

きる。 
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他役員としてふさわ

しくない行為がある

と認められるとき。 

２．第 10条第２項の規定は、

前項の規定により役員を解

任しようとする場合につい

て準用する。この場合にお

いて、第 10条第２項中「前

項第１号及び第２号」とあ

るのは「前項」と、「会員」

とあるのは「役員」と、「除

名」とあるのは「解任」と

読み替えるものとする。 

 

（役員に対する報酬等） 

第１６条 役員には、報酬を支給し

ない。ただし、常勤の役員

には報酬を支給することが

できる。 

   ２．役員には、費用を弁償す

ることができる。 

   ３．報酬の支給及び費用の弁

償に関し必要な事項は、総

会の議決を経て会長が別に

定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（顧 問） 

第１７条 本会に、顧問を置くこと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（役員報酬等） 

第 30 条 理事及び監事には、その職務

執行の対価として報酬等を支給する

ことができる。 

2 前項の報酬等の総額及び支給の基準

等は総会において別に定める。 

 

（責任の免除） 

第 31 条 理事及び監事は、その任務を

怠ったときは、本会に対し、これによ

って生じた損害を賠償する責任を負

い、法人法第 112 条の規定にかかわら

ず、この責任は、全ての正会員の同意

がなければ免除することができない。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、当該理事

及び監事が善意でかつ重大な過失が

ないと認められるときは、本会は法人

法第 114 条第 1 項の規定により、任務

を怠ったことによる理事及び監事（理

事及び監事であった者を含む。）の損

害賠償責任を法に規定する額の限度

において理事会の決議によって免除

することができる。 

 

（顧 問） 

第 32 条  本会に、顧問を若干名置くこ

とができる。 
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ができる。 

   ２．顧問は、会長が理事会の

承認を得て委嘱する。 

   ３．顧問の任期は、委嘱した

会長の任期と同一とする。 

   ４．顧問は、本会の運営並び

に重要事項につき、会長の

諮問に応じ、かつ、随時意

見を述べることができる。 

   ５．顧問には、報酬を支給し

ない。ただし、費用を弁償する

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会は定款で規定する必要

があります。法人法 60条 2 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長としない場合、出席理事

全員の署名が必要となりま

す。 

また、会長の出席がない場合

で、登記に必要な議案の決議

がある場合は、議事録への捺

印は各自実印になります。 

 

 

 

 

 

 

2 顧問は、理事会の決議を経て会長が

委嘱し、その任期は委嘱した会長の在

任期間とする。 

3 顧問は次の職務を行う。 

（1）会長の相談に応じること。 

（2）理事会から諮問された事項につい

て参考意見を述べること。 

4 顧問は無報酬とする。ただし、理事

会の定めにより、その職務を行うため

に要した費用について、その実費相当

額を支払うことができる。 

 

第 6 章 理事会 

（構 成） 

第 33 条 本会に理事会を置く。 

2 理事会は、すべての理事をもって構

成する。 

 

（権 限） 

第 34 条 理事会は、法令に定めるもの

のほか次の職務を行う。 

（1）本会の業務執行の決定 

（2）理事の職務執行の監督 

（3）会長、副会長及び常務理事の選定

及び解職 

 

（招 集） 

第 35 条 理事会は、会長が招集する。 

2 会長が欠けたとき又は会長が事故の

あるときは、各理事が、あらかじめ理

事間で定めた順位により理事会を招

集する。 

3 理事会を招集する者は、理事会の日

時、場所、目的である事項を記載した

書面をもって、理事会の日の 1 週間前

までに、各理事及び各監事に対して通

知しなければならない。 

4 前項の規定にかかわらず、理事及び

監事の全員の同意があるときは、招集

の手続きを経ることなく理事会を開

催することができる。 
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（議 長） 

第 36 条 理事会の議長は、会長がこれ

に当たる。 

2 会長が欠けたとき又は会長に事故が

あるときは、出席した理事の互選によ

り議長を選出する。 

 

（決 議） 

第 37 条 理事会の決議は、決議につい

て特別な利害関係を有する理事を除

く理事の過半数が出席し、その過半数

をもって行う。 

 

（決議の省略） 

第 38 条 理事が理事会の決議の目的で

ある事項について提案した場合にお

いて、その提案につき議決に加わるこ

とができる理事の全員が書面又は電

磁的記録により同意の意思を表示し

たとき（監事がその提案について異議

を述べたときを除く。）は、その提案

を可決する旨の理事会の決議があっ

たものとみなす。 

 

（議事録） 

第 39 条 理事会の議事については、法

令で定めるところにより、議事録を作

成しなければならない。 

2 出席した会長及び監事は、前項の議

事録に記名押印しなければならない。 

 

（常務理事会） 

第 40 条 本会に常務理事会を置く。 

2 常務理事会は、会長、副会長及び常

務理事をもって構成する。 

3 常務理事会は、次の職務を行う。 

（1）理事会に付議及び報告すべき事項

の検討 

（2）理事会が常務理事会に委任した事

項の検討 
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第５章 資産、事業計画等 

（資産の構成） 

第２８条 本会の資産は、次に掲げ

るものをもって構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）会長より付議された事項の検討 

4 常務理事会は、必要に応じて会長が

招集する。 

5 常務理事会の議長は、会長がこれに

当たる。 

6 常務理事会の組織及び運営に関する

必要な事項は、理事会の決議により別

に定める。 

 

第 7 章 協力団体 

（日本薬剤師会等との協力） 

第 41 条 本会は、理事会の決議により、

日本薬剤師会及び宮城県薬剤師会を

協力団体とすることができる。 

2 本会は、協力団体との連携協力によ

り、本会の事業を推進し、実施するこ

とができる。 

3 協力団体との連携協力による事業の

運営に関し必要な事項は、理事会の決

議により別に定める。 

 

第 8 章 委員会及び部会 

（委員会） 

第 42 条 本会の会務及び事業の円滑な

執行を図るため、理事会の決議によ

り、委員会を設置することができる。 

2 委員会の任務、構成及び運営に関す

る必要な事項は、理事会の決議により

別に定める。 

 

（部 会） 

第 43 条 本会の円滑な運営を図るた

め、活動目的を同じくする会員は、理

事会の承認を得て部会を設置するこ

とができる。 

 

第 9 章 資産及び会計 

（財産の管理及び運用） 

第 44 条 本会の財産の管理及び運用

は、会長が行うものとし、その方法は、

理事会の決議により別に定める。 
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    （１）財産目録に記載され

た財産 

    （２）会 費 

    （３）入会金 

    （４）寄附金品 

    （５）事業に伴う収入 

    （６）資産から生ずる収入  

    （７）その他の収入 

 

（資産の管理） 

第２９条 資産は、会長が管理し、そ

の方法は、理事会の議決を

経て会長が別に定める。 

   ２．本会の資産は、総会にお

いて、出席した構成員の３

分の２以上の同意をもって

周年記念事業資金に充てる

ため、その一部を基金とす

ることができる。 

 ３．基金は、これを処分し、

又は担保に供することがで

きない。ただし、周年記念

事業に充てる場合は、総会

において総会員の４分の３

以上の議決を経て、その全

部若しくは一部を処分し、

又はその全部若しくは一部

を担保に供することができ

る。 

   ４．その他、基金の設置及び

運用に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

 

（事業計画及び予算） 

第３０条 本会の事業計画及び予算

は、会長が作成し、その事

業年度開始前に、総会の議

決を経て宮城県知事に届け

出なければならない。ただ

し、やむを得ない事情があ

るため、その議決を経るこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本来は総会の承認は必要ない

が、今までの経緯もあり追加 

 

（事業年度） 

第 45 条 本会の事業年度は、毎年 4 月

1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業計画及び収支予算） 

第 46 条 会長は、毎事業年度の開始の

日の前日までに、本会の事業計画書及

び収支予算書を作成し、理事会の承認

を受けなればならない。これを変更す

る場合も、同様とする。 

2 前項の書類は、理事会の決議を経て

直近の総会の承認を受けなければな
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とができない場合には、そ

の事業年度開始の日から２

月以内に、総会の議決を経

て宮城県知事に届け出るも

のとする。 

 ２．前項ただし書の場合にあ

っては、会長は、総会の承

認を得るまでの間は、前事

業年度の予算に準じて収入

及び支出をすることができ

る。 

 ３．前項の規定による収入及

び支出は、新たに成立した

予算の収入及び支出とみな

す。 

 ４．会長は、第１項の事業計

画又は予算を変更しようと

するときは、総会の議決を

経て、宮城県知事に届け出

なければならない。 

 

（長期借入れの制限） 

第３１条 本会が１年以上の長期借

入れをする場合は、総会に

おいて総会員の３分の２以

上の議決を経て、宮城県知

事に届け出なければならな

い。 

 

（事業報告及び決算） 

第３２条 本会の事業報告及び決算

は、毎会計年度終了後、会

長が事業報告書、収支計算

書、正味財産増減計算書、

貸借対照表及び財産目録等

として作成し、理事会の決

議を経て監事の監査を受

け、その事業年度終了後２

月以内に、総会の承認を得

て宮城県知事に届け出なけ

ればならない。この場合に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

らない。会長は、総会の承認を得るま

での間は、前事業年度の予算に準じて

収入及び支出をすることができる。 

3 第１項の書類は、当該事業年度が終

了するまでの間は、本会の主たる事務

所に備え置くものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業報告及び決算） 

第 47 条 会長は、毎事業年度経過後す

みやかに次の書類を作成し、監事の監

査を受けた上で、理事会の承認を受け

なければならない。 

（1）事業報告 

（2）事業報告の付属明細書 

（3）貸借対照表 

（4）損益計算書（正味財産増減計算書） 

（5）貸借対照表および損益計算書（正

味財産増減計算書）の付属明細書 

2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1
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おいて資産の総額に変更が

あったときは、２週間以内

に登記し、履歴事項全部証

明書を添えるものとする。 

 

（事業年度） 

第３３条 本会の事業年度は、毎年

４月１日に始まり、翌年３

月 31日に終わる。 

 

 

 

第 6章 ブ ロ ッ ク 

（ブロックの設置等） 

第３４条 本会は、総会の決議により、

地域を定め本会と行政区と

の連絡調整及びその業務 

    を行うため、ブロックを設

けることができる。 

 

第７章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第３５条 この定款は、総会におい

て総会員の４分の３以上の

議決を経、かつ、宮城県知

事の許可を得なければ変更

することができない。 

（解散及び残余財産の処分） 

第３６条 本会は、民法第 68条第１

項第２号から第４号まで及

び同条第２項の規定により

解散する。 

   ２．民法第 68条第２項第１号

の規定による総会の決議に

基づいて解散する場合は、

総会員の４分の３以上の議

決を経、かつ、宮城県知事

の承認を得なければならな

い。 

   ３．解散のときに存する残余

財産は、総会の議決を経、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定款からの記載をなくしまし

た。 

 

 

 

 

 

 

内閣府のモデル定款に従い作

成 

定款は行政庁から変更の認定

を受ける必要がある 

認定法 11条 1項、13条 1項 3

号 

定款改定規程の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号及び第 3号及び第 4号の書類につい

ては、定時総会に提出し、前項第 1 号

の書類はその内容を報告し、前項第 3

号及び第 5 号の書類は、承認を受けな

ければならない。 

3 会長は、第 1 項の書類のほか、監査

報告を作成し、本会の主たる事務所に

5 年間保管し、本会の定款及び会員名

簿とともに、備え置くものとする。 

4 貸借対照表は、定時総会終結後遅滞

なく公告しなければならない。 

 

（剰余金の分配の禁止） 

第 48 条 本会は、剰余金の分配を行う

ことはできない。 

 

 

 

 

 

第 10 章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第 49 条 この定款は総会の決議によっ

て変更することができる。 

 

（解散） 

第 50 条 本会は、総会の決議その他法

令で定められた事由により解散する。 

 

（残余財産の帰属） 

第 51 条 本会が清算する場合において

有する残余財産は、総会の決議を経て、

公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律第 5 条 17 号に掲げる法

人又は国若しくは地方公共団体に贈与

するものとする。 

 

第 11 章 公告の方法 

（公告の方法） 

第 52 条 本会の公告は、電子公告によ

りこれを行う。 
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かつ、宮城県知事の許可を

得て、本会と類似の目的を

有する他の団体に寄附す

る。 

 

第８章 事 務 局 

（事務局の設置等） 

第３７条 本会の事務を処理するた

め、事務局を置く。 

   ２．事務局には、事務局長そ

の他の職員を置く。 

   ３．事務局長その他の職員は、

会長が任免する。 

４．事務局長その他の職員の

事務分掌、給与等について

は、会長が理事会の議決を

経て別に定める。 

 

 

（備付け帳簿及び書類） 

第３８条 事務局には、常に次に掲

げる帳簿及び書類を備えてお

かなければならない。 

   （１）定款 

   （２）名簿及び会員の異動に

関する書類 

（３）監事及び職員の名簿及び

履 歴                

書 

    （４）認可等及び登記に関

する書類 

    （５）定款に定める機関の

議事に関する書類 

    （６）支出に関する帳簿及

び証拠書類 

    （７）負債及び正味財産の

状況を示す書類 

８ 

    （８）その他必要な帳簿及

び書類 

第９章 雑  則 

 

いつでも、だれでも見ること

ができる場所かを行政に確認

されます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 事故、その他やむを得ない事情があ

る場合は、主たる事務所の公衆の見易

い場所に掲示する方法によりこれを

行う。 

 

第１２章 事務局 

（事務局の設置） 

第 53 条 本会の業務を遂行するため、

事務局のほか必要な組織（以下「事務

局等」という。）を設置する。 

2 事務局等には、所要の職員を置く。 

3 前項の職員のうち重要な職員は、理

事会の承認を経て会長が任免する。 

4 前項以外の職員は会長が任免する。 

5 事務局等の組織及び運営に関する必

要な事項は、理事会の決議により別に定

める。 

 

（備付け帳簿及び書類） 

第 54 条 事務局には、次に掲げる帳簿

及び書類を備えておかなければならな

い。 

（1）正会員の名簿 

（2）認定、許可、認可及び登記等に関

する書類 

（3）理事会及び総会の議事に関する書                   

類 

（4）その他法令で定める帳簿及び書類 

 

第 13 章 補 則 

（委任） 

第 55 条 この定款に定めるもののほ

か、本会の運営に必要な事項は、理事

会の決議により別に定める。 

 

 

附 則 

1 この定款は、一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律及び公益社団 

法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律の施行に伴う関係法律の整
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（委 任） 

第３９条 この定款の施行及び本会

の運営について必要な事項

は、定款又は総会で定める

もののほか、会長が理事会

の議決を経て別に定める。 

 

附   則 

 

１．この定款は宮城県知事の許可の

あった日から施行する。 

２．本会の設立当初の役員は、第 12

条第２項及び第３項の規定にかか

わらず、別紙役員名簿のとおりと

し、その任期は、第 14条第１項の

規定にかかわらず、平成 15年３月

31日までとする。 

３．本会の設立当初の事業年度は、

第 33条の規定にかかわらず、設立

許可のあった日から平成 14 年３

月 31日までとする。 

４．本会の設立当初の事業年度の事

業計画及び予算は、第 30条第１項

の規定にかかわらず、設立総会の

定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四役、部長のうち理事歴の長

い方を優先しております。 

備等に関する法律(平成 18 年法律第

50 号。以下「整備法」という。)第 121

条第1項において読み替えて準用する

整備法第106条第1項に定める一般法

人の設立の登記の日から施行する。 

2 整備法第 121 条第 1 項において読み

替えて準用する同法第106条第1項に

定める特例民法法人の解散の登記と、

一般法人の設立の登記を行ったとき

は、第 45 条の規定にかかわらず、解

散日の登記の日の前日を事業年度の

末日とし、設立の登記の日を事業年度

の開始日とする。 

3 本会の最初の会長及び副会長の氏名

は、次のとおりとし、その任期は第 28

条第 1 項の規定にかかわらず、認可後

最初の定時総会のときまでとする。 

 

会長   北村哲治 

副会長  高橋将喜、森川昭正、上畑日

登美 

常務理事 中目裕、小泉運治、鎌田裕、

佐々木慎一、佐藤亨、瀬戸敏

之、岩倉大介、九良賀野弘久、

大内英一 

 



 21 

 


